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研究成果の概要（和文）：  本研究では、第１に、「財の多様化」「帰属関係の多様化」および「財の法の柔軟
化」をキーワードとしつつ、財の法の基礎理論構築を目指し、研究分担者の全員が参加した著書でその成果を公
表するとともに、私法学会シンポジウムにおいてもそのエッセンスを提示した。また、本研究の途上で、所有者
不明土地問題が喫緊の社会的問題として浮上してきたため、この課題についても積極的に取り組み、多くの論文
を公表した。
  本研究では、第２に、財の法の基礎理論を踏まえつつ、民法物権法改正案を策定することを目指し、４巡に渡
る検討作業を行った。現在ではその作業をほぼ終了し、その成果がまもなく公表される予定である。

研究成果の概要（英文）：  The purpose of this research project is, first of all, to establish a 
general theory of property law by putting as keywords the diversification of property, the 
diversification of relations of belonging and the relaxation of the law of property. As a result of 
research, we were able to publish a collective work in which all members of the research team 
participated. We also organized a symposium within the association of Japanese civilians to have our
 theses examined in this regard. During this research, the problem of unknown landowners has become 
an urgent social problem. So we have actively addressed this problem and published many articles.
  Secondly, this research project aims to write a draft of the property law reform of the Civil Code
 on the basis of the general theory indicated above. We conducted four rounds of review work to 
formulate this draft. The work is now almost done and the results will be published soon.

研究分野： 民法
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
  古典的物権法体系は、有体物のみを客体とし、所有権を帰属関係の典型とする狭隘で静態的な体系である。こ
の体系は、無体財や集合的利益などの新たな財の社会的重要性が増し、不動産や債権などの伝統的財にも流動化
などの属性の変化が生じる中で、再検討を迫られている。本研究は、財の法という理論的視座に立ちつつ、その
再検討の先鞭を付けたもので、学術的意義は大きい。また、所有者不明土地という喫緊の課題に積極的に取り組
んだ社会的意義も大きい。物権法改正案の提示は、改正案の提示自体の意義もさることながら、その過程で得ら
れた細部の知見が重要な学術的意義を持つ。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 

（１）「財の法」の中心は、これまでは民法物権法であった。ところで、古典的物権法体系は、
有体物のみを客体とし、所有権を帰属関係の典型とする狭隘で静態的な体系である。この体系
は、無体財や集合的利益などの新たな財の社会的重要性が増し、不動産や債権などの伝統的財
にも流動化などの属性の変化が生じる中で、再検討を迫られている。身体も、臓器や人由来物
質活用の要請が高まる中で、法の新たな対応を求めている。このような状況の下で、法はまず、
多様化する財に正面から向き合うことを要請される。法はまた、財の多様化と帰属関係の多様
化という現象に直面して、それらへの柔軟な対応を要請される。 

（２）古典的物権法体系の限界を克服するための一定の動向は、立法においても理論的検討
の面においても、すでに始まっていた。 
まず、無体財の中心である知的財産については、立法による対応が古くからなされ、それに

応じて知的財産法学という固有の法学領域が発展してきている。そこでは、本研究の視点から
見ても示唆的な研究業績が蓄積されている。他の重要な問題領域である集合的利益についても、
消費者法領域では立法への動きが始まっており（消費者団体訴権に関する法律の制定など）、そ
れを踏まえた理論的検討も見られるようになっていた。また、既存の財の属性変化という問題
領域においても、不動産証券化、債権流動化や動物についての特別の扱い等、個別的な問題に
ついての立法動向や理論的検討が始まっていた。 
しかし、これらの領域で見られる理論的検討は、貴重なものではあるが、個別的であって、

財の法全体の基礎理論を構築するという問題意識までは及んでいない。また、これらの新たな
動向が所有権論を典型とする民法物権法の古典的体系にどのような影響を及ぼすかの検討も未
開拓であった。 
 
２．研究の目的 

 本研究は、すでに始まっている以上のような立法的・理論的動向を踏まえつつ、その限界を
克服して、財の法全体の基礎理論構築と立法論的展開を目指すものとして構想された。より具
体的には、次のような３本柱の課題を研究の目的として設定した。   

（１）財の多様化に向き合い、帰属関係の多様性を確保することを基本的観点としつつ、財
の法の基礎理論を構築する。現代における財の法再構築の必要性の根底には、財の多様化があ
る。この現象の全体をサーベイするとともに、多様化する財に適切な帰属関係を明らかにする。 

（２）基礎理論構築を踏まえつつ、財の法の重要な一環である民法物権法の改正案を策定す
る。そのために、①物・無体物、②物権法定主義、③物権変動論など１０のテーマを選定する。
それぞれのテーマについて、歴史的・比較法的・理論的問題状況を検討し、そのような作業を
踏まえて、提案理由を付した改正案を作成する。 

（３）西欧諸国の財の法をめぐる近時の立法動向や理論動向についてのサーベイを行い、財
の多様化、帰属関係の多様化を基本視角としながら、その全体像を解明する。西欧諸国を中心
に財の法に関する造詣の深い研究者を招聘し、最新の研究動向を摂取するとともに、本研究の
成果の国際発信を図る。 
 
３．研究の方法 

 （１）本研究における上記（１）（２）の２つの大きな課題に対応させて、基礎理論検討班お
よび物権法改正案検討班を設置した。 
基礎理論検討班には、①新たな財（知的財産、パブリシティ、集合的利益等）（責任者：森田）、

②人の財化・財の人格化（身体・動物）（責任者：吉田）、③財の流動化（不動産、債権等）（責
任者：青木）、④財の管理（信託等の財産管理の諸制度）（責任者：片山）の４つの研究ユニッ
トを設けた。 
改正案検討班には、①物、無体物（責任者森田）、②物権法定主義（責任者：田高）、③物権

変動（責任者：松尾）、④占有（責任者：金山）、⑤所有権（責任者：吉田）、⑥相隣関係（責任
者：秋山）、⑦所有権の取得、他物権総論（責任者：片山）、⑧共有、入会（責任者：平野）、⑨
地上権、永小作権（責任者：小柳）、⑩地役権（責任者：吉井）の１０の研究ユニットを設けた。
なお、この研究ユニットは、研究活動の進展を踏まえて、後に８つに再編した。 

 （２）原則として毎月１回の全体研究会を開催し、これらの研究ユニットの研究活動の結節
点とし、そこでの議論を踏まえて、基礎理論の彫琢と物権法改正案の完成を目指した。改正案
検討については、４巡の検討を行い、改正案をほぼ完成して、近く公表する予定である。 
 基礎理論検討班の上記４つの研究課題に対応させる形で、毎年数名の外部研究者を招聘した
研究会を適宜開催し、研究会内部での研究活動を常に相対化するように試みた。他方で、学会
シンポジウムも積極的に組織して、研究活動の中間的まとめを図るとともに、研究成果を学界
レベルで共有するよう努めた。 

 （３）フランス、ドイツ、アメリカ、ベルギー、カナダ等から毎年複数の研究者を招聘して、



研究会、ワークショップなどを開催した。そのようにして、比較法研究の深化を図るとともに、
本研究会の研究成果の国際発信も図った。 
他方で、フランス、アメリカ、カナダについては、現地調査を実施し、共通の質問票に基づ

いて多くの研究者からヒアリングを行った（なお、この調査は、担当者が現地の大学等から招
聘される機会などを活用して行い、科研予算の節約にも努めた）。研究者ごとの回答には、かな
りの差異が認められる。そのような事態も、比較法研究の貴重な素材となっている。また、ド
イツについては、現地調査を行うことはできなかったが、同じ質問票に基づいて文献調査を実
施した。これらの成果はすべて、全体研究会で報告し、研究分担者全員のものとしている。 

（４）「幹事会」を設置し、全体研究会実施の日にこれを開催して、研究の進行状況のチェッ
クを行い、研究計画の具体化を図った。本研究プロジェクトの遂行にとって、この組織は、き
わめて有効に機能した。 
 
４．研究成果 
 （１）（ⅰ）財の法の基礎理論構築の課題については、2014 年度の私法学会において、シン
ポジウム「財の多様化と民法学」を担当したことが重要な意味を持った。本研究の中間的とり
まとめを学会レベルで公表し、種々のご意見を得てその後の研究活動の深化につなげることが
できたからである。 
その報告予稿は、ＮＢＬ誌 1030 号（2014 年）に掲載されている。まず、吉田「財の多様化

と民法学の課題――理論的考察の試み」（〔雑誌論文〕23）は、財の法の基本概念に関する若干
の整理を行い、財の法の対象を明確化するとともに、実体と媒体概念を提案して、帰属関係の
構造を整理する。吉田論文はさらに、財の多様化において人格的価値が重要な位置を占めるに
至っていることを指摘する。それが、財の法的扱いについて影響を及ぼしているのである。 
水津「民法体系と物概念」（〔雑誌論文〕24）は、物概念を有体物に限定する日本民法の態度

について、民法体系（ドイツ流のパンデクテン体系が想定されている）と物権概念の両面から
検討を加え、結論的には、「物」から「無体物」を排除した民法の態度は、正当であると評価す
る。有体物以外の財の重要性が増しているという現象については、「物」概念の拡張ではないア
プローチによって対処すべきだというわけである。森田「財の無体化と財の法」（〔雑誌論文〕
25）は、インスティトゥオーネン体系を採用し、「物」概念を必ずしも有体物に限定しないフラ
ンス法における議論を参照しながら、水津論文と同じ問題にアプローチする。フランスでは、
所有権をその客体面から捉える古典学説が通説を形成してきた。古典学説の下では、所有権は
客体と混同され、その結果、所有権の客体は有体物に限定される。これに対して、所有権を排
他的帰属関係という観点から把握しようとする所有権の主観的理解（現代学説）が有力に説か
れるようになっている。この理解の下では、無体物も所有権の対象になり得る。しかし、現代
学説の主張するところは、日本の学説においては、「物」概念の無体物への拡張を除いて、すで
にかなりの程度取り入れられている。そうであれば、伝統的所有権概念を再定義する必要はな
いというのが、森田論文の結論である。以上とは反対に、片山「財の集合的把握と財の法」（〔雑
誌論文〕26）は、有体物を中心に物権法を構成する日本民法のあり方を再検討しようとする。
権利客体である「物」を有体物に限定する場合には、集合物は「物」と扱うことはできない。
しかし、客体の効用の最大化を重要視するならば、有体財、無体財、集合財の区別は相対化さ
れるべきである。このような問題意識が片山論文の分析の基礎にある。また、効用を重視する
問題意識から、使用・収益・処分を超えて「活用」に注目し、さらに権能の束としての所有権
観が再評価される。 
最後に、松尾「財の多様化と救済論」（〔雑誌論文〕27）は、所有権に基づく救済が、次第に

それ以外の物権、またその他の権利・法益にも拡大されてきていることを確認した上で、いわ
ゆる物のパブリシティのように、他者の自由との関係でその限界が問われる問題領域が出現し
ているとの認識を表明する。財の多様化の下で、救済の具体的内容とその限界が問われている
のである。松尾論文は、さらに、情報や保護法益の集団化という最先端の問題領域における検
討課題を整理している。 

（ⅱ）上記の私法学会シンポジウムにおける課題を深めるために編まれた吉田＝片山編『財
の多様化と民法学』（〔図書〕3）もまた、財の法の基礎理論構築という課題遂行にとって重要な
意味を持った。研究分担者の全員が執筆し、またそれ以外の適任者の参加を得て公刊された同
書は、財の多様化を踏まえた財の法のあり方に関する現時点で最も網羅的で信頼しうる研究書
になったからである。 
同書の構成は、「Ⅰ総論――財の多様化と民法学」、「Ⅱ財の流動化」「Ⅲ財の人格化・人の財

化」「Ⅳ新たな財の登場とその法的構成」「Ⅴ財の管理と民法学」「Ⅵ伝統的概念とその新たな相
貌」となっている。ⅡからⅤは、本研究の基礎理論検討の４つの課題（前述）に対応している。
個々の論文の内容に立ち入る余裕はないが、Ⅱには、荒木「不動産流動化の現状と課題」（204-230
頁）、青木「債権流動化の現状と課題」（231-250 頁）、Ⅲには、吉井「動物の法的地位」（252-267
頁）、櫛橋明香「人体の法的地位」（268-294 頁）、Ⅳには、麻生「物のパブリシティ」（381-398
頁）、上野「人のパブリシティ」（399-428）、山城「集団的消費者利益」（478-501 頁）、Ⅴには、
髙「財産管理と権利論」（520-561 頁）、秋山「老朽化マンションをめぐる現代的課題」（562-585
頁）、原「用益権の現代的意義」（598-618 頁）などの論考が収録されている。Ⅰは、私法学会



シンポジウム予稿と重複する論考が多いが、吉田「財の多様化と民法学の課題――鳥瞰的整理
の試み」（2-61 頁）は、私法学会予稿とは異なり、問題状況の俯瞰的概観である。また、平野
「財の法における個人の意思」（180-202 頁）もある。Ⅵでは、「無体物の占有と所有」（金山、
620-647 頁）、「金銭論」（田高、648-667 頁）、不動産所有権論（小柳、668-687 頁）、共同所有
論（武川、712-726 頁）などが扱われている。 

（ⅲ）以上の中間的とりまとめ以降、毎年、数名の研究会メンバー以外の研究者を招聘して、
基礎理論深化の観点からの全体研究会を持った。論文の公表という点では、所有権論の深化（松
尾〔雑誌論文 8、9、18〕）や金銭所有権論（田高〔雑誌論文 19〕）、情報所有論（原〔雑誌論文
20〕）などの展開はあったが、きわめて顕著な展開が見られたのは、所有者不明土地問題に対す
る検討であった。小柳〔雑誌論文 10、11、14、17〕、吉田〔雑誌論文 2、3、4、5、12、13〕な
どがあり、それらの総決算となったのが、吉田『現代土地所有権論』〔図書 1〕であった。所有
者不明土地問題は、本研究開始当時には、いまだ問題としてさほど自覚されていなかった。そ
れが急速に問題化したのは、この数年のことである。本研究会は、それに敏感に反応して、理
論的検討を志向したのである。 
吉田〔図書 1〕における分析の特徴は、次のような点に求められる。①すでに吉田〔雑誌論

文 23〕等で概念化していた負財概念を用いて問題を検討していること、②政治的対応が相対的
負財に傾きがちであることに対して、絶対的負財も考慮した対応策を講じることの重要性を強
調していること、③土地所有権に対する公共的な介入は、どのような場合に、どのような根拠
で認められるかという観点を大事にしていること。このようにして、政府レベルでの問題検討
とは相対的に独自の視角に基づく分析が展開されることになった。 
 
（２）本研究の第２の課題である物権法改正案の作成は、前記のようにその作業をほぼ終了

して近くその成果を公刊する予定である。改正案は、抜本的・全面的な改正案を提示するもの
ではない。しかし、改正案には、現行法を維持する場合であっても、その理由を付すことにし
ているから、ある条文の理論的な問題状況また現代的問題状況が、全規定について明らかにな
ることが期待される。また、改正案は、かなり細かな点まで検討して改正案を提示しているの
で、その検討もまた、ある規定の意義を明らかにすることに資するものになっている。 
例示的に挙げると、所有権に関する 206 条は現行法維持の提案であるが、「法令」の文言の維

持については、憲法上の財産権保障（29 条）との関係を踏まえた積極的意味を付与している。
また、隣地の使用請求に関する 209 条については、所有者不明土地問題という喫緊の課題を意
識した検討を行っている。さらに、袋地所有者の他の土地の通行権に関する 210 条においては、
「公道」と「公路」との意味の違いを踏まえた改正提案を行っている。 
 
（３）（ⅰ）比較法的検討としては、共通の質問票に基づく現地調査・文献調査の実施にも大

きな学術的意義が認められるが、本研究遂行にとっては、比較法学会における２回にわたるミ
ニ・シンポジウムの実施が重要な意味を持った。 
 ①まず、2014 年比較法学会において「フランスにおける『財の法』の理論と課題」をテ
ーマとするミニシンポを開催した。そこでは、「物権法における個人意思」（平野）、「財の
集合的把握」（片山）、「不動産所有権」（小柳）、「所有権の支分権」（吉井）の各報告を行い、
典型的な大陸法の国であるフランスにおける「財の法」の問題状況を明らかにした。 
 ②次に、 2018 年の比較法学会において人役権を取り上げるミニシンポを組織した。人
役権には、利用権者に独占利用を付与するものもあるが、このミニシンポでは、利用権者
が所有者の利用を排除せずにこれを利用しうる権利（狭義の人役権）を取り上げて、フラ
ンス（吉井）、ドイツ（水津）、アメリカ（青木）、日本（秋山）の各報告を行った。そこで
は、人役権制度に対する態度や考え方に関するそれぞれの国の差異とその理由を明らかに
することが試みられた。日本法においてはこの制度は存在しないが、日本において人役権
制度を設けるべきか、仮に設けるべきであるとしたら、どのような制度設計が望ましいか。
このミニシンポは、このような問題についても有益な示唆を与えるものになった。 

 （ⅱ）外国から研究者を招聘して、次のような研究会、ワークショップ等を開催した。年度
ごとに、被招聘者と報告テーマを掲げる。 
 2014 年度：ヘルベルト・ツェヒ教授（スイス、バーゼル大学）：財の帰属をテーマとす
る２回の研究会を開催した。この成果は、法律時報 87 巻 9 号（2015 年）に掲載された（55-82
頁）。ジェームズ・ペナー教授（シンガポール国立大学）：プロパティ（所有権）論に関す
る２回の研究会を実施した。クナル・パーカー教授（アメリカ、マイアミ法科大学院）：プ
ロパティ（所有権）論など２回の研究会を開催した。 
 2015 年度：ウィリアム・ドロス教授（フランス、リヨン第３大学）：フランス所有権論
理論とフランス民法典５４４条に関する研究会を２回、日本の物権法に関する内部研究会
を１回開催した。マリーナ・ヴェレンホーファー教授（ドイツ、フランクフルト大学）：ド
イツ物権法の基礎理論およびドイツ民法相隣法に関する２回の研究会を開催した。 
 2016 年度：ウイルソン・フライヤームート教授（アメリカ、ミズーリ大学ロースクール）：
アメリカ法における地役権と割賦払土地売買契約に関する２回の研究会を実施した。レミ
ィ・リブシャベール教授（フランス、パリ第１大学）：フランス法における用益権と所有権



に関する２回の研究会を開催した。ジャック・コンブレ公証人（フランス）：フランス法に
おける相続と公証人に関する講演をしていただいた。 
 2017 年： ヤン・フェリックス・ホフマン教授（ドイツ、フライブルク大学）：「債権者
平等原則と価値追跡」および「債権の衝突――二重売買その他の紛争の解決のあり方につ
いて」をテーマとする２回の研究会を開催した。 
 2018 年：ヤエル・エムリッシュ教授（カナダ〔ケベック州〕マギル大学）：所有権と占
有に関する２回の研究会を開催した。テレサ・ロドリゲス教授（スペイン、マドリードカ
ルロス３世大学）：「不動産登記とブロックチェーン」をテーマとする研究会を開催した。
パルカル・ルコック教授（ベルギー、リェージュ大学）：ベルギー物権法改正に関する２回
の研究会を開催した。 
 以上、交流成果の公表という点ではやや課題を残したが、多様な国から多様な研究者を
お招きし、有益な学術交流を行うことができた。 
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